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○奈良県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則 

昭和六十年九月三十日 

奈良県規則第十九号 

奈良県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則をここに公布する。 

奈良県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、奈良県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和六十年七月奈

良県条例第四号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（登録の申請書等） 

第二条 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める書類とする。 

一 条例第四条第一項の申請書 浄化槽保守点検業登録申請書（第一号様式） 

二 条例第四条第二項第一号の書面 誓約書（第二号様式） 

三 条例第四条第二項第三号の書面 浄化槽保守点検業器具明細書（第三号様式） 

四 条例第十六条第三項の証明書 立入検査証（第四号様式） 

（条例第四条第二項第五号の規則で定める書類） 

第三条 条例第四条第二項第五号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とす

る。 

一 住民票の写し（法人にあつては登記事項証明書） 

二 健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）第四十七条第二項に規定す

る資格確認書の写し等浄化槽管理士が浄化槽保守点検業者の専属であることを証する

書類 

三 営業所及び事務所の付近見取図 

四 申請者が現に他の都道府県知事又は保健所を設置する市の長の浄化槽保守点検業に

係る登録を受けている場合にあつては、その旨を明らかにする書面 

（平一七規則二八・一部改正） 

（登録簿の備置き） 

第四条 条例第五条第一項の浄化槽保守点検業者登録簿（以下「登録簿」という。）を環

境森林部水・大気環境課及び奈良県保健環境研究センターに備え置く。 

（平元規則七六・平七規則六四・平一一規則六六・平一五規則七三・平一八規則

五五・平二〇規則六五・平二一規則六五・平二五規則九九・令二規則五八・令三
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規則三八・令六規則三五・一部改正） 

（閲覧の手続） 

第五条 登録簿の閲覧（以下「閲覧」という。）をしようとする者は、浄化槽保守点検業

者登録簿閲覧申込書（第五号様式）を知事に提出しなければならない。 

（閲覧の停止及び禁止） 

第六条 知事は、条例第五条第三項の規定により閲覧をする者（以下「閲覧者」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止すること

がある。 

一 登録簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあるとき。 

二 他の閲覧者に迷惑をかけたとき。 

三 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。 

２ 知事は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場

合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。 

（変更の届出） 

第七条 条例第七条第一項の規定による届出は、浄化槽保守点検業変更届出書（第六号様

式）を提出することにより行わなければならない。 

２ 前項の浄化槽保守点検業変更届出書には、当該届出に係る事項についての変更後の条

例第四条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（廃業等の届出） 

第八条 条例第八条の規定による届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書（第七号様式）

を提出することにより行わなければならない。 

２ 前項の浄化槽保守点検業廃業等届出書には、廃業等に係る浄化槽保守点検業者と届出

人との関係を証する書類を添付しなければならない。 

（営業所に備える器具） 

第九条 条例第十条第三項に規定する規則で定める器具は、次に掲げる器具とする。 

一 水中ポンプ 

二 照明器具 

三 水準器 

四 メスシリンダー 

五 透視度計 

六 溶存酸素計 
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七 残留塩素測定器 

八 水素イオン濃度測定器具 

九 亜硝酸性窒素検出器具 

十 塩素イオン濃度測定器具 

２ 前項の器具は、常に良好な状態で使用できるよう保守点検しておかなければならな

い。 

（清掃の通知） 

第十条 条例第十一条第二項の規定による浄化槽管理者への通知は、清掃通知書（第八号

様式）を送付することにより行わなければならない。 

（浄化槽管理士証） 

第十一条 条例第十一条第四項に規定する証明書は、浄化槽法（昭和五十八年法律第四十

三号）第四十六条第四項の規定による指定を受けた者が発行する浄化槽管理士証とす

る。 

（令二規則五八・一部改正） 

（標識） 

第十二条 条例第十二条に規定する規則で定める標識は、奈良県浄化槽保守点検業者登録

票（第九号様式）とする。 

（帳簿） 

第十三条 条例第十三条に規定する帳簿は、毎月末までに、前月中に行つた浄化槽の保守

点検についての第三項に規定する事項を浄化槽ごとに記載しておかなければならない。 

２ 前項の帳簿は、一年ごとに閉鎖するものとし、閉鎖後三年間営業所ごとに保存しなけ

ればならない。 

３ 条例第十三条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 浄化槽の管理者の氏名及び住所 

二 浄化槽の設置場所 

三 浄化槽の規模及び処理方式 

四 点検した単位装置の状況 

五 汚泥の堆積状況 

六 清掃に関する通知の有無 

七 保守点検の実施日 

八 保守点検を担当した浄化槽管理士の氏名 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正） 

２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和四十七年四月奈良県規則第二号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（保健所長に対する事務委任規則の一部改正） 

３ 保健所長に対する事務委任規則（昭和五十一年四月奈良県規則第五号）の一部を次の

ように改正する。 

〔次のよう〕略 
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附 則（平成元年規則第七六号） 

この規則は、平成元年四月一日から施行する。 

附 則（平成三年規則第二一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成三年十月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際改正前の規則の規定により交付されている許可証、証明書等で現

に効力を有するものは、改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。 

３ この規則の施行の際改正前の規則の規定により現に提出されている申請書、届出書等

は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。 

４ この規則の施行の際改正前の規則の規定による用紙で現に残存するものは、改正後の

規則の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日までの間なお使用することができる。 

附 則（平成七年規則第六四号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成七年四月一日から施行する。 

附 則（平成一一年規則第六六号） 

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成一五年規則第七三号） 

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則（平成一七年規則第二八号） 

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。 

附 則（平成一八年規則第五五号） 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成二〇年規則第六五号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 

附 則（平成二一年規則第六五号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成二五年規則第九九号）抄 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

附 則（令和二年規則第五八号） 

この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則（令和三年規則第三八号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

附 則（令和三年規則第六四号） 

この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

附 則（令和六年規則第三五号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和六年四月一日から施行する。 

附 則（令和八年規則第二六号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和八年四月一日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

（平３規則21・令３規則64・一部改正） 

第２号様式（第２条関係） 

（平３規則21・令３規則64・一部改正） 

第３号様式（第２条関係） 

第４号様式（第２条関係） 

（平３規則21・一部改正） 

第５号様式（第５条関係） 

（平３規則21・令３規則64・一部改正） 

第６号様式（第７条関係） 

（平３規則21・令３規則64・一部改正） 

第７号様式（第８条関係） 

（平３規則21・令３規則64・一部改正） 

第８号様式（第10条関係） 

（平３規則21・令３規則64・一部改正） 

第９号様式（第12条関係） 

（平３規則21・一部改正） 

 


